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土木森林環境委員会会議録 

 

日   時  平成２２年１０月４日（月）    開会時間 午前１０時０３分 

閉会時間 午後 ３時５５分 

場   所  第１委員会室 

委員出席者   委員長   棚本 邦由   

副委員長  丹澤 和平  

委員      深沢 登志夫 皆川 巖  大沢 軍治  望月 清賢  

   岡  伸   金丸 直道  安本 美紀 

委員欠席者  な し  

説明のため出席した者 

県土整備部長 小池一男  理事 河西邦夫  県土整備部次長 酒谷幸彦  

県土整備部技監 山本 力  県土整備部技監 上田 仁   

総括技術審査監 樋川和芳  県土整備総務課長 末木正文   

美しい県土づくり推進室長 山口雅典  建設業対策室長 秋山  剛    

用地課長 市川正安  技術管理課長 中嶋晴彦   

道路整備課長 野中 均   高速道路推進室長 市川成人   

道路管理課長 丸山正視  治水課長 井上和司   

砂防課長 伊藤学樹  都市計画課長 河西秀樹  下水道課長 小野邦弘 

建築住宅課長 和田健一  営繕課長 石原光広 

 

森林環境部長 中楯幸雄  林務長 岩下正孝   

森林環境部理事 石合一仁  森林環境部次長 山本正彦   

森林環境部技監 深沢 武  森林環境部参事 清水利英   

森林環境総務課長 深尾嘉仁  環境創造課長 小野 浩   

大気水質保全課長 窪田敏男  環境整備課長 守屋 守 

みどり自然課長 山縣勝美  森林整備課長 宇野聡夫   

林業振興課長 大竹幸二  県有林課長 江里口浩二   

治山林道課長 岡部恒彦  

 

議 題 第７５号 平成２２年度山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出中土木森林環 

境委員会関係のもの、第２条繰越明許費の補正中土木森林環境委員 

会関係のもの及び第３条債務負担行為の補正中土木森林環境委員会 

関係のもの  

    第７６号 平成２２年度山梨県恩賜県有財産特別会計補正予算 

第７７号 平成２２年度山梨県流域下水道事業特別会計補正予算 

第７９号 契約締結の件 

第８０号 契約締結の件 
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第８１号 契約締結の件 

第８２号 契約締結の件 

第８３号 調停及び損害賠償額の決定の件 

請願第２０－１１号 気候を保護する法制定について意見書の提出を求めることについて 

 

審査の結果   議案については、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

また、請願第 21-11 号については、継続審査すべきものと決定した。 

 

審査の概要   午前１０時３分から午後２時１０分まで県土整備部関係（午前１１時５０分

から午後１時３１分まで休憩をはさんだ）の審査を行った後、休憩をはさみ、

午後２時３３分から午後３時５５分まで森林環境部関係の審査を行った。 

 

 

主主主主なななな質疑等質疑等質疑等質疑等        県土整備部県土整備部県土整備部県土整備部関係関係関係関係    

    

※ 議案第７５号 平成２２年度山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出中土木森林環境 

委員会関係のもの、第２条繰越明許費の補正中土木森林環境委員会関 

係のもの及び第３条債務負担行為の補正中土木森林環境委員会関係の

もの    

質疑 

（国補決定に伴う予算減額補正について） 

望月委員  ただいま御説明いただきました中で、国補決定に伴う減額、これがかなりあ

りますね。これについては、予算決定に伴い当初の事業計画に影響が出てくる

のではないかと思います。その辺はどうなんでしょうか。 

 

末木県土整備総務課長 今、委員の御心配されていることはもっともなことだとは存じますが、

そうはいいましても、国補を申請しておりますし、私どもが予定している事業

は既に当初予算に計上しているわけでございます。これが納得される答えにな

るかどうかわかりませんが、今、心配されるほど、事業がおくれるということ

にはならないと考えております。 

 

望月委員  おくれというよりも、減額されて、事業ができないのではないかということ

が出てくるのではないでしょうか。それから、新規事業なども入っているんで

すけれども、予算編成のときに、そういったものが想定できなかったのか、ま

たは甘い見立ての中でやったのか、その辺はどうなんでしょうか。 

 

丸山道路管理課長 御参考までに補足説明をさせていただきます。県土の７ページをもう１度

ごらんいただけるでしょうか。委員御指摘の点は、例えば国道橋りょう修繕費

３億５,０００万円がそっくり減額補正されてゼロになっている、交通安全施

設等の計上額が減額補正されてゼロになっているというような点を挙げて御

心配されていることかと思います。 

  先ほども申し上げましたとおり、今年度は国の補助金改革の関係で、一括交

付金化の先駆けとして、国土交通省では社会資本整備総合交付金という新たな

統合交付金を創設いたしました。その中で、例えば当課の所管しております国

道橋りょう修繕費とか交通安全施設等整備事業費というのは、補助事業に分類

されるものでございますが、これが廃止されて、社会資本整備総合交付金とい
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う形で一括交付されているということでございます。当課の事業といたします

と、その２つで減額補正されました１３億円程度の金額というのは、一番下の

緊急道路整備費１５億５,５００万円の増額というところに再度計上させてい

ただいております。 

  補助事業につきましては、政令等で補助率等が決められておりまして、いわ

ゆる交付金と事業の性格が違うということで、本県では交付金関係を緊急道路

整備費として計上いたしておりますので、こういった大きな減額が出たり、逆

に大きな増額が出ているということでございます。総額としては、先ほど県土

整備総務課長が御説明申し上げましたように、当初の金額は確保されていると

いう状況でございます。 

 

望月委員  そうしますと、項目が変わったけれども、事業内容、それに伴う予算はほぼ

確保できていると、こう理解していいわけですね。わかりました。 

 

野中道路整備課長 先ほど、新しい項目が当初予算に計上できなかったのかという御質問があ

りました。これは、おそらく広域連携事業のことだと思います。広域連携事業

は今年度創設された事業でございまして、例えば私のところであれば、２県に

またがり観光拠点等のアクセス強化を目的として、道路を整備する。こういう

ものが新しい社会資本総合交付金の一部として創設されたものでございます。

先ほど、ことしから新しくなったと言いましたけれども、今年度につきまして

は、内示が４月２３日でした。ここで初めてスタートしたものですから、当初

予算には計上できなくて、今回の補正になってしまったという事情でございま

す。 

 

       （建設業新分野進出支援緊急強化事業費補助金について） 

金丸委員  建設業新分野進出支援緊急強化事業費補助金２,４００万円についてお伺い

したいと思います。これは新分野へ進出する建設業者が多いから、追加補正を

組んでやっていこうということで、いい傾向かなと思うわけであります。もら

った資料の中では、この事業は地域経済の健全な発展に資することを目的とす

るとあるんだけれども、単にこれだけなのか、もうちょっと深く突っ込んだ議

論がされたり、分析されていることがあれば、ちょっと披瀝をいただきたいと

思います。 

 

秋山建設業対策室長 本県の建設産業につきましては、公共事業の段階的縮小といった中で非

常に厳しい現況になっています。ただ一方で、建設産業というものは、美しい

県土の保全とか、安全・安心な社会をつくっていくといった基本的な部分、ま

た、災害時の早期復旧といった非常に重要な役目を持っております。また、県

内の就業者の約１割を占めているといったこと、そういった面を見ていきます

と、社会資本の整備とか地域経済の維持発展に引き続き貢献をしていただくと

いう必要があろうかと思います。そういった意味で、この厳しい状況にありま

す建設産業に対しまして、みずからの自助努力を基本といたしまして、支援を

いたしているところでございます。 

 

金丸委員  ２０年度からこの事業は始められて、２０年度は８社が挑戦をされたと。そ

して２０年度、２１年度は補助金の最高限度額が２００万円と聞いているわけ

であります。２１年度が１２社で、この内訳も表でいただいておりますけれど

も、事業を始めて、その会社の事業経営は、黒字を計上したりということで順

調にいっているのかどうかという点についての分析はされていますか。 
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秋山建設業対策室長 この補助金につきましては、今、委員がお話しのとおり、２０年度から

の実施でございます。今の段階ですと、まだ各企業とも新分野事業に進出しま

して日が浅いという状況でございます。現在、中小企業診断士等の指導を受け

ながら販路拡大に努めているというのが実態でございますが、２０、２１年度

に取り組んだ企業からの話としましては、仕事に切れ目がなくなったとか、相

談員やコンサルタントにきめ細かな指導、アドバイスを受けて、資金面だけで

はなく、経営面で助かっている。また、従業員のモチベーションの向上につな

がっている。今回この新分野進出に関しましては、設備投資や人材育成に費用

がかかる。そういった面で補助制度はありがたかったというような御意見をい

ただいている状況でございます。 

  また、今後につきましても、大半の企業で、この新分野進出事業については

拡充あるいは現状維持ということをお考えになっておられる。また、雇用面 

や建設工事の受注の面においても、相乗効果があったという御意見をいただい

ております。そういったことから、活性化には十分に寄与していると思ってお

ります。 

 

金丸委員  お聞きをするところでは、農業や介護などが多いと聞いておるわけです。県

の補助金は当初、２００万円が限度だったと思っております。もちろん自己資

金を充当しないと、十分な事業経営はできないのではないかと思われます。こ

の自己資金と補助金との関連性といいましょうか、２００万円の補助金をもら

うなら、自己資金は幾らだというような決まりみたいなものがあるのか。同時

に、決まりがなくても、自己資金はどんな支出の形態をとられているのかとい

うことについて、教えてください。 

 

秋山建設業対策室長 この補助金につきましては、あくまでも限度額を定めたものでございま

す。補助率は２分の１で、２０、２１年度につきましては、最大限度額２００

万円ということであります。今年度につきましては、倍にいたしまして４００

万ということでございますが、仮に１,０００万円の事業でありますと、昨年

度は２００万円までが補助金の限度額であり、残りの８００万円につきまして

は自己資金ということになります。企業では、民間からの融資、あるいは内部

留保金等を活用しながら、財源の確保を図っているという状況でございます。 

 

金丸委員  補助率は２分の１ということでありますけれども、概略、過去に事業実施し

たところでは、２分の１で間に合わせてきたのか、それをかなり上回って事業

展開をされるということにしたのか、この辺はどうですか。 

 

秋山建設業対策室長 それぞれケース・バイ・ケースでございますけれども、大きな事業であ

りますと、例えば過日新聞にも載ったかと思いますが、貸別荘業を行った企業

がございます。これは、約３,０００万円の総事業費でございます。それに対

しまして、私どもの補助金は２００万円ということで、残りにつきましては、

融資を受けて実施をしたということでございます。あと、限度額を下回ったケ

ースも多々ございますので、それぞればらばらでございます。 

  繰り返しになりますけれども、今年度、補助限度額を２００万円から４００

万円にしましたのは、企業の皆さんからの要望があり、拡大、拡充をしていた

だきたいという要請を受けて、今年度、４００万円に倍増いたしたところでご

ざいます。 
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金丸委員  ２２年度の途中経過は、９月末では、２１年度と同じ１２の案件ということ

になっていて、この追加補正された２,４００万円は、４００万円が限度だと、

６件分ということになると理解をいたしておるわけでございます。来年度のこ

とを言っても始まらんかもわからんけれども、これは先々、計画を継続して、

考え方としては、２３年度以降も建設業者のこういう希望が多いということで

あれば、こんな形のものを予算化していくというような考え方はあるのですか。 

 

秋山建設業対策室長 今年度、来年度につきましては、緊急強化対策ということで、２カ年で

限度額を倍増してございます。来年度につきましても、引き続き、経営改善と

か経営革新に取り組もうとする経営者の方の後押しを積極的に進めてまいり

たいと考えております。 

 

金丸委員  新分野進出をした会社の評価というのは、県が補助金を出してくれてよかっ

た、こういう事業に進出してよかったよ、というのが大方かなという理解に立

つわけでありますけれども、この辺の経過の報告というか、掌握状況はどんな

感じですか。 

 

秋山建設業対策室長 先ほどもちょっと触れさせていただきましたけれども、資金面・経営面

でも非常に助かったという点、また、いわゆる仕事の切れ間がなくなり、通年、

人材が活用できるという点があります。具体的に農業等に参入したケースでご

ざいますと、作業機械を購入することによりまして作業効率が非常に向上した

ということで、今後事業を拡大していきたい、また、介護関係でございますと、

営業日を今後拡大していくための人員の確保を図るというような点で、非常に

好評を得ています。 

 

金丸委員  これは、わずかな金額かもしれないけれども、やっぱり補助金を出した後の

検証をしっかりしていくということが私は必要ではないかと思っています。や

って、後はどうなったかわからんということであってはいけないということで、

やっぱり県民の税金ですから、将来にわたってしっかりチェックをしていくと

いうことが大事だと思っていますが、その辺の決意というか、考え方というの

はどうですか。 

 

秋山建設業対策室長 この補助金に関しましては、補助金を支出した企業に対するフォローア

ップといたしまして、補助金支出の事業に着手した後につきましても、専門家

を派遣する事業等を行いまして、もし経営の課題等があった場合には、専門家

が対応、相談に乗っているというようなフォローアップ事業を行っております。

また、今後につきましても、引き続きこういった事業について、実施していく

中での課題等もございますので、県といたしましてもフォローアップをし、事

業の成功に結びつけたいと考えております。 

 

金丸委員  あわせて、今、雇用問題も大きな課題になっていて、建設業における雇用状

況は１０％、１割だという話があったわけでありますけれども、新しい事業に

進出するということで対策をされるわけだから、これは縛りとしてかけるわけ

にはいかないのかもしれないけれども、やっぱりそういう事業をすることによ

って、雇用の創出なり拡大なりというところに極力結びつくような指導が必要

じゃないかと。補助金を投入しても人が減っていったのでは、県内経済の健全

な活性化に資するという目的とは違うと思われるので、この辺もしっかり視野

に入れて補助金は出していくことが必要だと考えていますので、このことにつ
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いてお答えいただいて、私は終わります。 

 

秋山建設業対策室長 新分野進出事業というのは、建設投資の仕事の減少に対して、経営規模

を縮小することなく対応が可能といったことで、雇用面、あるいは地域経済の

面としても、非常に役割を果たしていると思っております。補助金審査につき

ましても、会社のほうへ訪問させていただきまして、事前の調査を行い、また、

事業内容の効果、そういったものを含めて審査を行いまして、交付決定を行っ

ている状況でございます。雇用の確保や地域経済の活性化につながるというこ

とで、現実に一定の雇用の創出に役立っているということでございます。 

 

       （塩川ダム造成地に係る損害賠償金について） 

岡委員  県土１２ページ、先ほどこの調停の関係につきまして詳細を御説明いただき

ました。私たち会派の中でも若干議論をいたした経過もあるわけでありますけ

れども、端的に申し上げまして、ずさんな工事をして、会社は倒産したので、

それを県で補う。こういう考え方でいいんでしょうか。 

 

井上治水課長  説明でも申し上げましたように、一義的、直接的には、施工をした業者の責

任と考えております。ただ、今回の場合、この造成に係る関係者が、山梨県、

山梨県土地開発公社、建物をつくりました工務店さん、これしか現在残ってい

ないという状況であります。こういった中、うちの事業に協力して移転してい

ただいた方が非常に生活に不自由して困っているという状況で、では、だれが

救済するのかということで、裁判所において判定された結果がこのような結果

と考えています。 

 

岡委員  ダム建設という膨大な、県としてもどうしても必要だということでなさった

事業でもあり、その事業に対して協力をいただいた方々に移住地を設定して、

そして、土地開発公社が委託をして工事をしていただいた会社であります。い

ずれにいたしましても、たとえ５年でも１０年でも２０年であっても、本来な

らばその会社が欠陥を負うべきであります。これを県が負うということになる

と、それがいつのときであっても、そういうことでいいのかどうかという点を

お聞きしたいんですが。 

 

井上治水課長  原因によるものと思われます。会社が存続していれば、当然、会社の関係者

としてこの調停の中に入っていたと思います。瑕疵による損害賠償が請求でき

るのは５年という期間はありますが、会社が存続していれば、当然、その会社

も含めた調停になりまして、ケース・バイ・ケースでの結論ということになろ

うかと思います。 

 

岡委員  いずれにいたしましても、今回の場合は２０年余という特殊な例であります

から、これ以上言うことは避けたいと思うわけでありますけれども、しかし、

実際問題として、いつのときでもそうでありますけれども、ずさんな工事をし

ながら、それを最終的に県が背負う、県が負っていく。平成２２年６月３０日

に提訴されたこの案件については、結果的に何カ月かで結論を出していくとい

うことになるのかなということも感じながら、やっぱり県民の税金であります

から、しっかりした対応の仕方をすべきだと私は思うわけですね。つまり、業

者には、本来ならば保証会社とかいうふうなものがつきますよね。工事に対す

る保証をした保証会社が後ろにつくはずなんです。そういう会社の場合には、

５年だけじゃなくて、１０年でも２０年でも、とにかく最終的にその責任を負
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うというような条例か何か、規制案件をつくることはできないのかなとも感ず

るんですが、いかがでしょうか。 

 

井上治水課長  今回の案件に限らず、一般的な工事とお聞きいたしました。法廷で争う場合

の瑕疵担保期間というのはありますが、そういった面も含めて、これは今後の

検討課題と考えております。 

 

岡委員  了解しました。いずれにいたしましても、簡単にということはないんだろう

と思うんですけれども、県民の税金でありますから、８００万円であろうと、

１,０００万円であろうと、やっぱり補てんしていくときにはそれなりにお金

がかかるわけでありますから、ぜひ今後ひとつ御検討いただきたいと思います。 

 （平等川改修工事について）  

その前の１１ページ。先ほど御説明いただきました基幹河川改修工事の関係

でありますけれども、この中では、鎌田川ほか６河川という形で出されていま

す。その中に、先ほど御説明いただきました平等川の工事が入っているようで

あります。これについての経過と今後の流れを教えてください。 

 

井上治水課長  基幹河川改修事業費には、鎌田川ほか、藤川、平等川、渋川、濁川、重川等

ございまして、平等川につきましても、今回の国補決定で増額を認められまし

たので、今議会が終わりました１０月以降、平等川の工事に着手する予定でご

ざいます。 

 

岡委員  平等川につきましては長い間御努力をいただいているわけでありまして、地

域の人間として感謝をいたしているわけでありますけれども、そういう中で、

実はあそこの工事のアクセス道路の関係で、玉諸地区、西高橋を含めた向町ま

で等々、あの辺の方々が、朝夕の渋滞問題を含めて大変な御苦労をいただいて

いることはご存じだと思います。これらについて、地域住民にいま少し御説明

をしていただきたいと思います。また、先ほど１０月からという話を聞いたわ

けでありますけれども、今後の流れとしては、いつごろ、どういう形で終わる

のか、輪郭を少し。明許繰越のほうにも入っていたような感じもしましたが、

その辺を含めてお願いします。 

 

井上治水課長  平等川におきましては、国道２０号の甲府バイパスからの疾風橋の下流を一

連区間と考えておりまして、平成２５年度も含めて、それまでに完了させたい

ということで、今、鋭意努力しております。今回の補正も含めまして、一時的

に工事が非常に集中する場合がございます。御近所の方にそういったところで

御迷惑をおかけするようなことがあるかと思いますので、それは工事に着手す

る前、着手してからも、地元の方には御説明をして、一時的には不自由をかけ

ますというようなお願いをしていきたいと思っております。 

 

岡委員  最後にします。全く御苦労いただいているわけでありまして、大変な状況を

私は見聞きしているわけであります。そういう点では、中北建設事務所でやる

のだろうと思うわけでありますが、親切丁寧な御説明をひとつお願いして、終

わります。 

 

討論 なし 

 

採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 
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※議案第７７号 平成２２年度山梨県流域下水道事業特別会計補正予算 

 

質疑         なし 

 

討論 なし 

 

採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※議案第７９号 契約締結の件 

 

質疑         なし 

 

討論 なし 

 

採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※議案第８０号 契約締結の件 

 

質疑         なし 

 

討論 なし 

 

採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※議案第８１号 契約締結の件 

質疑 

       （県立図書館建設工事に係る低入札について） 

丹澤委員  県立図書館の低入札価格のことについて伺います。県の低入札価格調査実施

要領によりますと、調査基準価格が決定されておりまして、今回それに該当に

したということですけれども、県が定めている調査基準価格というのは幾らで

すか。工事予定価格の何％ですか。 

 

中嶋技術管理課長 低入札価格は何％というものはないんですけれども、それぞれ直接工事費

の９５％、共通仮設費の９０％、現場管理費の７０％、そして一般管理費の３

０％ということで基準を設定しております。 

 

丹澤委員  今回、この低入札価格で何社応札したのかわかりませんけれども、そのうち

何社が、今言った、直接工事費が９５％、共通仮設費が９０％という基準があ

りましたけれども、これに該当したんですか。 

 

末木県土整備総務課長 今回応札したのは９つの共同企業体、ＪＶでした。このうち、９つす

べてが調査基準価格を下回りました。 
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丹澤委員  先ほど、４つの基準価格があって、それを下回っている場合には該当すると

いうことですけれども、今回のこの工事の中で、直接工事費の額、あるいは共

通仮設費の額、現場管理費の額、一般管理費の額、これの予定価格に対して清

水建設のＪＶが出してきた金額はそれぞれどれぐらいですか。 

 

石原営繕課長  清水建設のＪＶが出してきました工事費ですけれども、マイナス額で御説明

させてください。直接工事費につきましては、マイナス約９億５,０００万円

であります。共通仮設費につきましてはマイナス約５,０００万円、現場管理

費についてはマイナス約６,０００万円、一般管理費についてはマイナス約１

億５,０００万円、これが減額の総額になっています。 

 

丹澤委員  工事費に対する、割合は何％ですか。 

 

石原営繕課長  直接工事費が６２％、共通仮設費が６０％、現場管理費については６４％、

一般管理費については３０％です。 

 

丹澤委員  これは県が設計単価として積算した金額に対して、直接工事費は６２％でで

きますよと、こう言ってきたということですね。そうすると、この直接工事費

の中には、建材費というか、資材費、部材の費用と、それに係る人夫賃が入っ

ていると思います。人夫賃というのは、地元の業者が受けても、どこが受けて

も、どこへ行っても大して変わらないとすると、残る部分の部材費がべらぼう

に安いということですか。 

 

石原営繕課長  ご存じのように、清水建設は日本を代表するスーパーゼネコンでありまして、

売上高が約１兆６,０００億円に上る、そういう企業でございます。建築資材

の外部発注によるコスト縮減幅は、我々が普通、県内で業者に発注するよりも

非常に大きいという印象は持っております。 

 

丹澤委員  設計するときには、設計事務所は物価本から拾い出しますから、山梨県の甲

府でやる場合には大体どこの設計会社も同じ金額で出てきますよね。いや、多

分出てくると思います。そうすると、今の話を聞くと、大手の会社ではとてつ

もなく安い金額で資材が調達できる。今回のこれはＷＴＯの物件になっていて、

大手のＪＶしか入らない、大手のＪＶしか組めないというのが最初からわかっ

ているわけですから、設計会社というのはそれを承知で物価本の単価をそのま

ま使っているんですか。 

 

石原営繕課長  委員の御指摘のとおりでございます。 

 

丹澤委員  僕が幾つかの設計会社に当たりましたけれども、これだけのものをつくる、

それも大手のゼネコンがやるというときに、山梨県の小さな土建屋さんが買う

単価と全く同じ単価で積算してくるというのは考えられないと言っている人

もいました。三宅建築設計と久米設計は、山梨県の事情も、あるいは、小さな

土建屋さんが買う調達方法も、日本を代表するゼネコンが調達するところも全

く同じ物価本の単価を使ってやっている。それを県が予定価格として、ごもっ

ともですと言って、予定価格にするんですか。技術課長さん、どうなんですか。 

 

中嶋技術管理課長 うちのほうの積算は、現段階では、国の基準、積算資料、調査に基づいて
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やるということと、あと１点、この場合はＷＴＯなので、広く自由に、無差別

にということで、特別な単価を想定できないことになっています。広く参加を

求めるという点で、今、うちの基準で積算しております。 

 

丹澤委員  別に安くて悪いとか言っているわけじゃないんですけれども、何か矛盾を感

じるなと。はなから、そういう大手の会社は安く買えることはわかっている、

みんなが承知している。にもかかわらず、一般的な甲府で調達するような金額

で積算している。物価本というのはそういうものなんでしょう。そういった金

額が載っているものを使って、その単価で設計しなければおかしいとなってい

るから、はなから下回ることは確実なんですよね。 

  もう１つ、一般管理費が３０％で済むということですが、この一般管理費と

いうのはどういうものが入っているんでしょうか。 

 

石原営繕課長  一般管理費とは、事業の全般的な管理業務に要する経費でございまして、具

体的に申し上げますと、業務にかかわる者の給料、賞与、また諸手当や、また

租税、販売費等を合わせた営業費、これらもろもろのものを一般管理費と申し

ます。 

 

丹澤委員  そうすると、これは節約できそうなものだとは思うけれども、これはどこの

会社が受けたって、大体同じようなもので、どこでも同じようにかかる経費だ

と思うんですけれども、これが県が見積もった３０％で済んでしまうというの

は、どういうことなんですかね。 

 

石原営繕課長  今回、清水建設がどうしても受注を受けたかったということの１つには、最

初の県立図書館を清水建設が設計・施工で携わったことがあります。このため、

今回の入札には非常に強い思い入れがありましたので、一般管理費については、

率にすると、我々が想定している半分ぐらいの率であります。その削減した分

はどうするのかというところを何回もヒアリングする中で、一般管理費にかぎ

らず、ほかの直接工事費等についても質問しましたけれど、一般管理費につい

て申しますと、ほかの営業利益のほうから補てんしてでも、県の新県立図書館

を受注したいという意向でございました。 

 

       （県立図書館建設工事に係る工事監理について） 

丹澤委員  大変ありがたいことで、損をしてまでも山梨県のためにやってくれるという

ことですから、それはぜひお願いをしたいと思います。 

  問題は、皆さんが低価格入札の調査委員会で、書類上で適否を判断している。

しかし、実際できてみなければ、これが一番心配なことでありますよね。僕た

ちの記憶では、何年か昔に、琴川ダムが当時６３.８％で落札をして大騒ぎを

しましたよね。あのときには、たしか、別途、監督費というか、そういうもの

をつけましたよね。それは信用しないわけではないけれども、何しろ常識外だ

という。これが常識だと思っているのであれば、もともとの単価、予定価格が

おかしいんですから、常識外の金額でとったわけです。とすると、ほんとうに

できるのかなと。書類の上では、こういうふうに調達してきます、工法もこう

いうふうに簡単な人を使わないような工法でやりますからできますと言って

いるけれども、実際にできるかどうかというのは、だれがどのようにして、こ

れを監理していくんですか。 

 

石原営繕課長  具体的な工事の監理、品質管理の体制という御質問かと思います。工事監理
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につきましては、実施設計をいたしました設計事務所に委託しまして、現場に

ほぼ常駐のような形で工事監理を行うこととなっております。また、我々県の

体制といたしましても、通常３名で監理を行うんですが、それを１名増員して

４名ということで、たまたま北口で県庁に近いという建設現場でございますの

で、常駐に近いような形で監理体制ができることから、品質には万全を期せる

と考えています。 

 

丹澤委員  設計を委託したという久米設計ですか。そこに委託したのは、監督ですか、

それとも監理だけですか。 

 

石原営繕課長  監督・監理です。 

 

丹澤委員  監理だけですか。 

 

石原営繕課長  監督もです。 

 

丹澤委員  監督もですか。監理・監督を久米設計にお願いするということですけれども、

久米設計にはどういう体制にしてくださいとお願いをするんですか。 

 

石原営繕課長  常駐は１名となりますけれども、工事までは随時、ポイント、ポイントのと

ころで工事監理をやることになります。土工事以降は、常駐という形になりま

す。１名が常駐ですが、その都度、それぞれ専門の者が随時こちらのほうへ来

て、必要に応じて工事監理をするという契約内容です。 

 

丹澤委員  これだけの安いものをやるんですよ。１名って、通常でもこれぐらいは置く

んでしょう。安いものをつくると言っているんですよ。３１億円の建物が１８

億円で、まけてもらったのは１２億円。そして、監督は、３１億円を頼むとき

と全く同じように、１人常駐するだけですか。これでほんとうに監理・監督が

できるんですか。これでほんとうにいいんですか。 

 

石原営繕課長  課内で検討して、今現在、これで万全が図れると考えております。 

 

丹澤委員  それはおかしくないですか。だって、この工事を半分でやろうとしているん

ですよ。半分でやろうとしているのに、たった１人しか常駐しないんですか。

これだけのものをつくると、さまざまな分野があるんです。電気も設備も土工

も。それをたった１人の常駐で、半分で仕上げましょうという工事の監理をや

ろうとしているのですか。それはいささか……。では、琴川ダムのときはどう

したんですか。 

 

中嶋技術管理課長 琴川ダムの場合は、現場事務所を設置しまして、そこでコンサルと、国の

外郭団体であるダムセンター、それと、職員は本体担当を増員して、コンクリ

ート打設のときは常に常駐という体制で行いました。 

 

 

（ 休  憩 ） 

 

 

石原営繕課長  午前中の県立図書館の工事の監理体制につきまして、ちょっと説明不足があ
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りましたので、改めて御説明させていただきます。今回の工事の入札を受けて

の監理体制でございますが、とりあえず県職員につきましては、通常３人のと

ころを１名増加して、４人で担当いたします。また、委託の施工監理について

でございますけれども、午前中も説明しましたように、実施設計を担当しまし

た事務所の管理部門で建築を所管する者が１名常駐するほか、建築３名、その

うち地元設計業者が２名、それと、電気が１名、機械１名が、随時、施工監理

に当たることになっております。また、実施設計を担当した部署のほうでも、

定期的に６名が工事を監理することになっております。 

  また、代表構成員が監理技術者を、各構成員が主任技術者１名を配置する決

まりになっていますが、さらに、責任施工の観点から、これ以外に、担当技術

者として清水建設で２名配置するほか、清水建設の取り組みといたしまして、

建築工事における高度な品質・安全・工程監理に対する生産性と技術の向上を

目的とした、山梨営業所内に生産センターというところがあるんですが、ここ

の所長と、品質管理担当者２名の計３名がまたさらに巡回監理を行って、技術

支援をするということで、技術監理を支援するという体制になっております。 

 

丹澤委員  だから、今の話では、常駐は１名で変わらないわけですか。そうすると、ほ

かの人たちというのは、来たときに寄るということだけなんですね。だから、

常駐がいるということが大事なんですよね。だって、毎日、あれだけの工事を

あっちでもこっちでもやっているんですよ。これはもう設計会社とは委託契約

を結んでいるんですか。 

 

石原営繕課長  委託契約は結んでおります。 

 

丹澤委員  安くできてよかったと、それはみんな、県民はそう思っています。これは僕

も異論がありません。安くなったが、確実にできるのか。もともとの金額が３

１億円ですか。３１億円のものを１８億円でつくってくれる。それはほんとう

かなと。皆さんは机上で、大丈夫、この部材を物価本の２割で買ってこられる、

これは３割で買えると、そういうふうに計算ができているかもしれない。今度

はそれの組み立てをしなければならないわけでしょう。それを１人の人で監理

するんですか。これは通常の工事だったらそうかもしれませんよ。でも、安く

仕上げると言っているんですから、それはしっかりとそういうものを監督する

必要があるんじゃないですか。１人で十分できるんでしょうかね。 

 

石原営繕課長  今回、入札価格が低かったということで、委員の御心配は非常によくわかる

わけですが、これは、仮に低入札でなくても、工事監理の過程は全く同じ状態

でございます。ですから、低入札を受けて、県の職員１名をほぼ常駐する形を

とりまして、そういった職員の体制によって、品質管理に努めてまいりたいと

いうことで御理解願います。 

 

丹澤委員  低入札も通常の価格の入札とこれは全く同じだということですが、僕は違っ

ていると思うんですよ。だって、３１億円でつくってくださいと頼んだら、３

１億でつくる。それは県の言うとおりにやるだろうと思う。ところが、３１億

円でつくってくれと言ったら、１８億円でつくりますという人が出てきたら、

これ、何でこんな価格でできるのか。これができるなら、もともとの積算もお

かしいと。だから、わざわざ調査をしてやっているわけでしょう。だとしたら、

今度は施工するときに、監理をしっかりさせなければいけない。これが３１億

円のときと全く変わらない体制で大丈夫ですと言うのであれば、わざわざ何の
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ために調査委員会をつくって、慎重にやったんですか。一番大事なのは、施工

がしっかりできるかどうかが大事。１２億円もまけてもらっているんですよ。

まけてもらった以上、それぐらいの管理費をきちっと計上してやったらどうで

すか。 

 

石原営繕課長  価格が低いという理由につきましては、午前中にも申し上げましたが、スー

パーゼネコンである清水建設と、県内のトップ企業である地元２社のＪＶだっ

たということで、そこに大きな要因があるということでございます。ですから、

我々としては、職員を１名増員し、同時に、先ほど申し上げた、施工監理の委

託先でも建築部門の方々も携わり、さらにその他のオプション的な監理業務も

入っておりますので、これでやっていきたいと考えております。 

 

丹澤委員  今言っているのは、僕が質問する前からもう既に決まっていることを言って

いるんでしょう。新たにこう言ったから、体制を強化しましたと言っているわ

けじゃないんでしょう。それでは、施工監理をいつ契約したのか知りませんけ

れども、低入札価格が終わってから、そういうことも十分想定した上で、これ

は契約したんですか。 

 

石原営繕課長  契約は入札前です。 

 

丹澤委員  それでは、こういう事態が生じたんですから、しっかりと体制を整える。だ

って、そのために低入札調査委員会をわざわざつくって、大丈夫かと不審に思

っているからやっているんでしょう。１,０００万円の車を買うときに、６０

０万円でいいやと、こう言っているということなんだからね。いや、ほんとう

にこれ、大丈夫かなと。それは物が来て初めてみんなが、「これは大丈夫、新

車だ。だれも乗っていない」となる。今度は物をつくるんですよ。その過程の

中で、一つ一つ監督する、監理をしていくということは大事なことじゃないで

すか。それを予定価格と同じ金額でつくるのと体制が全く変わらないでも、大

丈夫ですと。それはちゃんとやれるのかと僕は思うけれども。 

 

山本県土整備技監 今の監督等の御質問ですが、低入札を受けまして、設計会社の監督につき

ましては、ふやした経過がございます。今までどおりではございません。これ

はこれから品質管理という面におきましては、やはりそこも必要だろうという

ことでふやしてございます。 

  それから、常駐というお話が出ましたが、これは絶対的な常駐ということで

ございまして、建築の業務のときには建築の専門家、それから、設備の業務の

ときには設備の専門家、そういった技術職を配置するような予定でいます。 

 

丹澤委員  僕は建築の専門家ではありませんけれども、いろいろな人に話を聞くと、電

気とか機械とか、あるいは弱電とか土工、いろいろな専門家がいて、そういう

人でないとわからない。それを、この時期は電気しかやらないから電気、この

時期は弱電だから弱電というのでなくて、そこにいて、しっかりとみんながそ

の都度その都度やっているという体制でなければ、あれだけの建物をつくるの

に難しいのではないかと思います。 

  それを安い価格で入札してもらったんですから、しっかりと監理・監督をす

べきだと言っているんですけれども、皆さんは、「安くても、そんな見ていな

くても、相手は天下の清水建設だ。だから、清水が手抜きなんかしない、大丈

夫だ」といって、多分こういう体制でいると思うけれども、安くしてくれた分
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は、それは疑ってはいけませんけれども、それなりの体制をしっかり組んでお

かないと。 

  安いというのは、だって、常識外の安さですからね。常識外に安いんだから、

しっかりやってもらえるかなと考えるのが常識じゃないですか。僕は、皆さん

が「いや、こんなもの、６割なんて、常識の範囲内の金額だ。大手ゼネコンと

いうのは当たり前」と言うのであれば、今までの県の設計単価って何だったの

かと。 

  でも、常識外と皆さんは、認識しているんでしょう。だとしたら、常識外で

できるのか、ちゃんとやってもらえるのかと。そういう体制でそれを管理する

というのは大事なことだと思うけれども、その体制は組み直せないのですか。 

 

山本県土整備部技監 先ほども課長のほうから話がございましたが、私たちも低入札というこ

とは心得ております。やはり安全性、品質管理、これはほんとうに注意してや

らなければいけないことということで、それもまた自覚しているところでもご

ざいます。まずは、先ほど説明がございましたが、ＪＶのほうにつきましても、

この中には入っておりませんが、通常と違い、県のほうに配属されているセン

ターを利用する。まずはそのセンターの頻度が多く、週１回ぐらいの現場視察

をすると。監理・監督、それは品質でもあり、それは施工状況でもあり、施工

の段階ごとに見ていくと、そういったことも聞いております。 

  また、監督者につきましても、連携して、品質の管理あるいはコスト管理も

含めてやっていくということを今、聞いているところでございます。 

  さらに、県のほうにつきましては、当然、県が責任を持って現場の管理をす

るわけですから、３名ではなくて、４名ということで人員をふやして対応する。 

  設計会社につきましては、建築の専門家、それから、電気、設備、機械、そ

れぞれの専門家を配置するようなことになっております。 

  そうは申しましても、やはり品質管理については、我々も目が届く限り、し

っかり管理をしていきたいと思っております。当然、私たちの大切な図書館に

なりますので、これは品質管理、あるいは、当然ながら、すばらしい図書館に

するべく、我々も一生懸命頑張っていきたいと思っております。 

 

丹澤委員  何度もすみません。今、技監さんのお話では、施工会社のほうの体制はちゃ

んとやるということですよね。僕が言っているのは管理する側のこと、つまり、

今、設計会社に委託をしていると言っていましたね。久米設計と三宅建築設計

のＪＶだと思うんですけれども、施工会社がやるのではなくて、そこが監理を

しっかりとするような体制を整えるべきじゃないかと僕は思っているんです

よ。そこに予算をつけて。 

  私たちが、この契約について、議決案件として今日、審議するわけですよね。

これを可決するということは、建物がちゃんと仕上がる、その保証ができた、

大丈夫だということです。安いからいいですよという議決をするんじゃないで

すよね。建物がしっかりできる、１８億円なりの建物ができればいいやじゃな

くて、皆さんが見積もった３１億円の建物ができるから、議決をしますよとい

うことなんです。それを、監理会社である久米設計が、３１億円の工事を受け

たのと同じように１人しか監理する人を置かないというのではなくて、ちゃん

としたらどうかと僕は聞いているんですけれども、どうもそこは理解を得られ

ないんですか。 

 

山本県土整備部技監 先ほどの設計会社のほうの監理・監督なんですが、これにつきましても、

当然ながら、きちんとした監理をするというのは、これは当たり前でございま
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す。受託者につきましては、建築基準法で求められる工事監理者になってござ

います。当然ながら、設計書のとおりにやる受託者であることになっておりま

すので、それがもしできないということであれば、また協議しながらやってい

くことになるだろうと思います。 

 

丹澤委員  監理会社だって、１名の常駐分しか山梨県に認めてくれていないんですよね。

１名しか認めていないんでしょう？ 

 

山本県土整備部技監 先ほどの常駐の話はそういうことなんですが、それ以外に、当然ながら、

先ほど申しました、建築の技術屋さん、電気の技術屋、機械の技術屋、これを

配置するということになっております。 

 

丹澤委員  それは契約上、どれぐらいの頻度で来ることになっているんですか。 

 

石原営繕課長  工程表によりますと、延べで９７０日ということになっています。 

 

丹澤委員  それは幾つの業種で９７０になるわけですか。どういう業種を合わせて、延

べになるんですか。 

 

石原営繕課長  建築、構造、機械、電気を合わせて延べ９７０人ということになります。 

 

丹澤委員  ３種類ということなんですか。 

 

石原営繕課長  ４種ですね。建築、構造、機械、電気です。 

 

丹澤委員  ４種ということになると、１つの業種が大体２００人ちょっとということな

んですか。延べ人員９７０ということですから、約２４０か、２５０人になる

と思いますが、工事期間中、延べでどれぐらいになるんですか。 

  

石原営繕課長  業種ごとにお答えさせていただきますけれども、建築につきましては４８４

人、構造につきましては１９４人、機械につきましては１４６人、電気も同じ

く１４６人ということになっております。 

 

丹澤委員  わかりました。これ以上ここでやっても、皆さんはこれを変える気もないよ

うだし、これでしっかりしたものができればいいわけですから、部長さん、ぜ

ひしっかりとしたものをつくっていただきたいと思います。 

 

小池県土整備部長 今回の契約案件でございますけれども、日本屈指の大手の清水建設を筆頭

とするＪＶが受注したわけでございますけれども、大手の信用力、資金力を駆

使する中でこうした結果になったことと思っています。その清水建設も、以前、

初代の県立図書館を受注したということ、また、戦略的にこれからの知名度と

いうことも考える中で、経営戦略として、今回のような受注になったかと思い

ます。 

  委員御指摘のように、我々とすれば、安いは安くていいんですが、だからと

いって、しっかりしたものをつくっていかなければならないということで、監

督については、従来３名だったところを４名にする。また、ここは非常に近い

ですから、常に常駐というような体制で県職員を配置していく。加えて、民間

の久米設計等において常駐を１人置きながら、それから、これは毎日工程でや
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っていますから、次に明日何をやるかわかりますので、急に呼んでくるのでは

なくて、事前に、計画的にそういった監督員が配置できるように、くまなくチ

ェックできるような体制でやっていきたいと思います。 

  なお、丹澤委員が御指摘のように、そうはいっても、この体制で万全かとい

ったときに、またこれについて不足するような事態もあろうかと思いますけれ

ども、そこら辺は柔軟に、変更も視野に入れながら、しっかりした図書館がで

きるように、部としても全力を挙げて建設してまいりたいと思っています。 

 

討論 なし 

 

採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※議案第８２号 契約締結の件 

 

質疑         なし 

 

討論 なし 

 

採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※議案第８３号 調停及び損害賠償額の決定の件 

質疑 

 

岡委員  先ほどかなり質問させていただきましたから、もう終わりますと言ったんで

すけれども、もう一度聞かせてください。この話が始まったのはいつからです

か。 

 

井上治水課長  調停は平成２２年６月３０日でございますが、小林さんから苦情がありまし

たのは平成２０年１２月でございます。 

 

岡委員  了解。いいです。 

 

討論 なし 

 

採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

※所管事項 

質疑 

（新山梨環状道路の東部区間について） 

岡委員  御案内のように、新山梨環状道路の北回りのルートが決定されて、いよいよ

東回りに入ってくるわけであります。御努力をいただいていることについては、

私もいろいろな経過の中でお話も伺っておりますし、説明も受けておりますか



平成２２年９月定例会土木森林環境委員会会議録 

- 17 - 

ら、十分承知はいたしております。しかし、いよいよヴァンフォーレ甲府も１

部昇格の形が出てまいった経過の中で、全国からサポーターを含めて、関係者

が来るわけであります。 

  今までも言ってまいりましたけれども、普通の場合、五、六分で出られると

ころが、１時間もかかっても出られないような渋滞が出ているわけであります。

今後、全国から来る方々に対して、山梨県のアクセス道路はどうなっているの

かという指摘をされると私は感ずるわけであります。いっときも早く新山梨環

状道路東回りルートを設定して、対応していくべきだと思いますが、いかがで

しょうか。 

 

市川高速道路推進室長 岡委員から、新山梨環状道路南部区間の西下条ランプあたりから小瀬

にかけて、交通混雑、交通渋滞が発生しているという御指摘を受けております。

私どもとしましても、周辺道路の安全の確保に努めるために、現在、市と相互

に、どんなことが可能なのかということで、短期的な施策にはなりますけれど

も、検討を進めているところでございます。 

  なお、抜本的な対策としましては、委員のほうから御指摘がありましたよう

に、東部区間の整備事業を早く事業化しなければいけないと考えておりますの

で、現場確認について、現在、いわゆる事務レベルで関係機関と協議を行って

いる最中でございます。国と早期に道路協議を行って、地元のほうにルートを

お示しできるように、今後も引き続き国のほうに働きかけてまいりたいと思い

ますので、いろいろな機会を通じて、御協力、御支援をくださいますよう、こ

の場をかりて、よろしくお願いしたいと思います。 

 

岡委員  ぜひ国との協議をして積極的な御努力をいただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 （未登記土地の処理について） 

 ２点目です。これで終わりますけれども。御案内のように、私は１０年余前

から、用地課にかかわる未登記土地の関係につきまして、一般質問や、委員会

の都度、何回か質問をさせていただいてまいりました。御案内のように、この

１０年間、約５,０００筆余あった未登記土地の関係が、１０年たってもまだ

半分も処理されていない。やはり何らかの形で、もっと積極的な対応をすべき

だと考えますけれども、いかがでございましょう。 

 

市川用地課長  まず、未登記の原因ですが、法務局の持っている地図と現況の不一致、登記

簿面積の相違、それに、隣接の権利者の同意が得られないことなどから、登記

に必要な書類や図面等の整備に時間を要している案件、それから、相続人数が

多数である、行方不明者、戸籍の消失などで相続の追跡が困難な者、それから、

遺産分割の争いとか、共有者多数などの原因で、７月末現在で２,６１４筆が

未登記になっております。 

  毎年、未登記の処理筆数の１０％を目標に設定して処理に努めるとともに、

当然、平成３年度から、未登記処理専門の嘱託員を５名、各建設事務所に配置

しております。そのほか、公共嘱託登記土地家屋調査士協会の活用によって、

未登記土地の測量や登記に必要な図面等の作成を行っています。７年度からは、

立会謝金制度を制定して、境界確認の円滑化も図っております。また、法律的

な問題に対する専門家相談や収用制度などを活用して、登記の促進を図ってお

ります。また、登記専門の嘱託員の研修や育成をやっているところであります

が、今後、担当者の会議や、法務局等の関係機関との連携を図り、また、公共

嘱託登記司法書士協会、土地家屋調査士協会等の協力を得る中で、未登記解消
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の対応方策の検討を行ってまいりたいと考えております。 

 

岡委員  国土調査に基づいて地積調査なども既にほとんど終わっていますし、そうい

う点では、測量関係につきましても、あるいは地図・図面の整備などもかなり

進んでいると私は理解をいたしているわけであります。そういう点からするな

らば、本来なら、もう既に１０年もたって、終わっているぐらいでなければお

かしいんじゃないかと感じたわけであります。やっぱりそういう中で、もっと

積極的な取り組みをすべきだと思いますので、ぜひ今後とも、今お話しいただ

いた両者の協議ももっと積極的に進めていただいて、いっときも早く解決して

いく。既にもう道路も河川もでき上がっているわけでありますから、そういう

点からするならば、いっときも早くそれなりの対応をするべきだと考えますの

で、ぜひ取り組みをしていただきたいことをお願いして終わります。 

    

    

主主主主なななな質疑等質疑等質疑等質疑等    森林環境部関係森林環境部関係森林環境部関係森林環境部関係    

 

※ 議案第７５号 平成２２年度山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出中土木森林環境 

委員会関係のもの及び第２条繰越明許費の補正中土木森林環境委員会 

関係のもの  

質疑 

（住宅用太陽光発電設備設置費補助金について） 

皆川委員  環境創造課の住宅用太陽光発電設備設置費補助金１,５００万円、これの趣

旨、助成制度の目的をまずもう１回聞かせてください。 

 

小野環境創造課長 この補助金でございますが、十分な資金を持たなくても、環境に対する意

識が高くて、太陽光発電設備等を設置したいという方の後押しになればという

ことで、金融機関等から購入資金の借り入れをされた方に対しまして、利子の

１％相当額を補助する制度でございます。 

 

皆川委員  これを普及させて、地球環境に貢献しようということですね。目的はそうい

うことですね。 

  その目的を踏まえて、昨年の補助枠件数が３８０件で、実際の交付件数が３

５７件、交付率９４％ぐらいになるのかな。それともう１つ、昨年の申請件数

が３７２件なんですよ。何で交付件数と申請件数が違うんですか。 

 

小野環境創造課長 委員御指摘のとおり、昨年度の交付申請は３７２件ございました。そのう

ちの１５件につきましては、例えば申請の当初、個人で融資を受けるという予

定だったが、自分が事業をやっていて、その法人の名義に変えた、また、その

融資が高齢等のために受けられなかった等々理由がございまして、申請の取り

下げがございました。そうしたことで、実際に交付したのが３５７件になって

おります。 

 

皆川委員  ある知人が、これはいいことだということで、申請期限と微妙な時期に一応

県に確認したところ、補助枠には余裕があるという状況の中で、申し込みが、

期限である１２月を過ぎてしまったと。だけど、まだまだ補助枠には余裕があ

ったから当然受けられると思ったら、だめだと言われたらしいんです。まだ十

分な補助枠もあるし、予算もある。だけど、１日か２日か知らないけれども、
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期限だからもうだめだということだと、目的とちょっと違ってしまうと思うん

だけど、その辺はどうですか。 

 

小野環境創造課長 この申請につきましては、昨年度もそうですが、今年度も１２月２４日ま

でということで、申請期限を年末までとしているところでございます。なぜ申

請期限を年末としているかでございますけれども、御承知のとおり、地方自治

法におきましては、地方公共団体の会計年度が４月１日に始まって３月３１日

に終わるということ、もう１つは、各会計年度における支出につきましては、

その年度の収入をもって充てなければならないという規定がございます。いわ

ゆる会計年度独立の原則でございます。この大原則がございます。したがいま

して、当該年度の予算につきましては、その年度末３月３１日までに事業を終

了する必要があるわけでございます。 

  一方におきまして、太陽光発電設備につきましては、昨年度の補助制度にお

いてもそうなんですが、国の補助制度では標準工期が大体３カ月となっており

ました。また、これまでの実績等を見ましても、平均的には２ヶ月ぐらいでで

きる場合もございますが、中には３ヶ月程度までかかるものが全体の３割ぐら

い、実は去年の実績でありました。そんなことを勘案いたしまして、３月３１

日までに実績報告書を出していただくためには、３ヶ月ぐらいは必要だろうと

いうことで、申請期限を１２月２０何日に設定させていただきました。 

  確かに、昨年度の場合は予算が数件程度余ったわけでございますけれども、

それにつきましては、申請期限を過ぎたということで、その申請期限以降につ

きましては申請の受け付けをしなかったという状況でございます。 

 

皆川委員  そして、翌年の４月から新たにまた受け付けたわけですね。その間、１月か

ら３月の期間に、１日２日ずれて申し込んだ人はだめになってしまう。これは

不公平感がないですか。しかも予算に余裕があったんでしょう。そして、この

人は電話をして聞いたそうですよ。「余裕があるんだから、対象にしてもらっ

てもいいんじゃないか」ということを言ったら、「お役所仕事だ」という答え

が返ってきたらしいんだけど、まさに弾力性がない。予算には余裕がある、し

かも、４月になったらまた新たに同じことをやるんでしょう。ならば、この間

の人が一番損するということですか。この辺、解釈をもうちょっと柔軟にでき

ないのかね。 

 

小野環境創造課長 補助金でございますので、基本的にはその補助金の交付要綱、要領等に基

づきまして、補助金を交付させていただいています。申請期限の問題につきま

して、枠が残っているんだからやってやったらどうかというような御議論も確

かにあるわけでございますけれども、やはりそうしますと、逆にいつまでだっ

たらいいんだということになってしまいます。我々のほうとしましては、最終

の期限を県民の皆さん方に明示をした中で、この期間の中であれば、予算の許

す範囲内ではございますけれども、補助金の交付ができますよということを示

して、県民の皆さん方に計画的に設備の設置に取り組んでいただく必要がある

と思っておりまして、やはり最終期限をある程度早い段階で明らかにしておく

ことが必要だと考えております。そんな考えのもとに、必要な標準工期等も踏

まえまして、最終的な期限を設定させていただいたという状況でございます。 

 

皆川委員  年度末まで３カ月あるわけだよね。もし満額執行するという気持ちがあれば、

多少の申請期間の延長ということは考えなかったのですか。 
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小野環境創造課長 かなり件数が残ってしまうということであれば、もしかしたら何らかのこ

ともあったかもしれませんけれども、やはり１２月２４日までという交付要綱

を当初に掲げておりますので、それを年度途中で、いつまで延長する、年を超

えて延長するということは、その時点では考えなかったという状況でございま

す。 

 

皆川委員  件数が多ければ延長を考えたなんていうのは、それはおかしいよ。件数の問

題ではないじゃないですか。最初にあなたに聞いた目的は何ですか。この制度

の目的。もう１回言ってください。 

 

小野環境創造課長 この制度の目的は、先ほど委員からも御指摘がございましたように、太陽

光発電設備の普及の拡大でございます。私が今、件数というような話をし、そ

れについては言い直させていただきましたけれども、件数がというのではなく

て、やはり最初から期限をある程度設定をしていましたので、それを、いわゆ

る標準工期を超えてまで申請期限を延長することはいかがなものかというこ

とで、そこはしなかったということでございます。 

 

皆川委員  最後にするけれども、では、その３カ月だけの間にやって、損をした人、こ

れを救済する気はないのですか。同じことをやったんだね。だけど、手続がお

くれてしまった。４月からはまた交付されるんだから、この間だけにやってし

まった人が損するわけだけど、これを救済することは考えませんか。 

 

小野環境創造課長 その時期に設置なさった方の救済でございますが、今、現状の補助金等の

考え方でいきますと、実際、救済はできないのかなと思っております。ただ、

１月から３月の間にしなくても、補助金の制度が活用できる４月から１２月ま

での間にできるだけ設置をしていただけるように、我々としては広報活動等を

やっていきたいと考えております。 

 

皆川委員  建物をつくってそれにかけるというようなこともあり、いろいろな都合があ

るわけですよ。たまたまこの時期だからという人だっているわけです。結果的

には同じことをやったんでしょう。それが１週間おくれた人はできない、４月

からはできる。また、１２月前の人はできる。そうすると、この間の人がもの

すごく不公平だと思うね。目的は同じなんだから。太陽光発電設備の普及をす

ること、地球の温暖化を考えること。であるならば、救済を考えてしかるべき

じゃないですか。あまりにも不公平ですよ。同じだけお金を出してやっている

んだから。部長、どうですか。 

 

中楯森林環境部長 課長から、会計処理上なかなか難しいという答弁があったと思います。で

すから、そういう制度があるので、その間で何とかやってもらうという周知も

していることも申し上げました。ですが私自身は、委員とはちょっと理屈は違

いますけれども、例えば冬の突風で屋根をやられた。１月にどうしても屋根を

直さねばならんと、こういう人もいるんじゃないかと。そういう人には、当然、

４月まで待ってからやらなければ補助できない、ということではうまくないと

いう気持ちもあります。 

  自治法という縛りの中で、こういったたぐいのものは繰越手続をなかなかし

ないわけでございます。そういった上でこういう制度を定めておりますけれど

も、ある意味では、現行の制度が制度疲労を起こしているのかという感じもい

たします。過去のものは、補助金制度から判断すると難しいと思いますが、こ
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れからは何らかのそういう問題があれば、手続き的に何かできないか、我々も

考えてみるということでございます。 

 

皆川委員  やっぱりお役所仕事と言われるのはそこなんですよ。ある程度柔軟性を持た

せないと、しかも予算に余裕があるんだから、考えてやっていくのが公平だと

思うよ。やっぱり同じことをやっているんだからね。それをたったその３カ月

の間にやった人だけがだめだということはおかしい。それをお役所仕事と言わ

れないように、今、部長の言ったような考え方で、これからはぜひ救済しても

らいたい。今回はしょうがないにしても、かなりわかってくれたようだから、

これぐらいにしておきます。 

 

       （住宅用太陽光発電設備設置費補助金について） 

大沢委員  私も聞こうと思っていたんですが、予算委員会でも聞いたけれども、まだな

かなか理解ができないんです。テレビで盛んに、全国あっちこっちの太陽光発

電の補助金をやっているんですよ。そのたびに、「あれ？」と思うんですよ。

どうも、補助金が都道府県によってみんな違うようですね。全然違っていて、

いいところはテレビでやるから、見た人が、「国が決めた補助金をくれたと言

うけれども、山梨は違うよ」と。それにプラスして、市町村の補助金があると

ころとないところがあるんですよね。現時点で、山梨県で市町村の補助金があ

るところを教えていただきたい。 

 

小野環境創造課長 １７市町村ございます。具体的にということでございましょうか。 

 

大沢委員  それは資料を出してくれればいいです。 

  １７市町村以外の方々は、「あれ、おれのところは違うのかな」というよう

な話題が出るんですが、実は予算委員会で質問をした中で、「うーん」と思う

のは、新築家屋は対象外なんですね。それから、もう１つ、ローンを組んでい

なければだめということなので、うちを建てて新築のときにすれば、屋根も角

度もいろいろなものが決まってくるし、足場も組まなくてもいいということな

ので、新築を外すという、この辺はどうしてなんでしょうか。何で新築を外す

のか、詳しく聞きたいんですがね。 

 

小野環境創造課長 今、大沢委員御指摘のとおりでございまして、新築の場合には、ほかの建

物と一緒に太陽光パネルを設置しますので、経費が既築住宅に比べて安上がり

にできる。国のある調査によりますと、既築に設置する場合と新築に設置する

場合で、キロワット当たり１５万円ほど違います。したがいまして、今、平均

的に、大体４キロワットのパネルをつけておりますので、１５万円の４倍でご

ざいますから、新築と既築では６０万円ぐらいの差が出てしまうということで

ございます。そういうことで、どうしても既築のほうに経済的な負担がかかる

ということから、導入が進みにくい既築住宅のほうに補助をしているという状

況でございます。 

 

大沢委員  はい、いいです。 

 

       （住宅用太陽光発電設備設置費補助金について） 

岡委員  だから、課長、今までもずっと言ってきたことなんですね。全国都道府県の

中で、よそでは新築もやっているわけですよ。だから、なぜうちでは既築だけ

にするのかということなんですよ。新築だっていいじゃないですか。よそでや
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っていないならばともかく、やっているんだから。だから、そのことは来年度

へ向けて、部長も今、答弁の中で言ったとおり、今から考えるみたいな話をし

てくれたんですけれども、いずれにいたしましても、よそでやっていて、うち

でできないということはないということですよ。その辺はいま一度、また今後

とも考えてください。終わります。いいです。 

 

       （試験研究費について） 

安本委員  森の２ページの林業試験費の試験研究費、花粉症対策ヒノキ・スギ品種の普

及拡大技術開発についてお伺いしたいと思います。前に、県内の花粉症調査を

やったことがありまして、山梨県は半数ぐらいの人が花粉症という結果が出ま

した。国民病みたいになっていて、こういう話題が出てくると、またマスクの

季節が来るのかなというようなことを思うんですけれども、私も、花粉症の発

生源対策としては、スギ・ヒノキの品種改良といいますか、少花粉・無花粉と

いうような苗木を早く開発していただいて、それを植林していくことが大事で

あると思っていましたので、この研究費の補正があって喜んでいるところです。

たしか、森林総研のほうでも、今までそういった研究もしていらっしゃったと

伺っております。現状の研究と、この補正予算によって、どのように変わって

いくのか、もう少し細かく教えていただけたらと思います。 

 

深尾森林環境総務課長 先ほど予算の説明でさせていただきましたように、県では、これまで

も少花粉のスギ・ヒノキに対する研究開発を進めてきまして、今年度から２６

年度までということで、ヒノキの花粉症対策種苗の生産手法の確立に着手しま

した。今年度は、ヒノキの少花粉の品種を挿し木等により増殖する基本的な研

究を進めております。 

  一方、今回の研究というのは、スギ・ヒノキの花粉症対策品種を生産する技

術で、他の花粉とまざらないような、適切な手法による開発が研究のメーンテ

ーマになっています。ですから、どちらかというと、県でやる研究を、今回、

国の研究経費で発展させてやらせていただくということで、研究が相互に補完

できるものと解釈しております。 

 

安本委員  少花粉ですけれども、全国で無花粉のスギが出ているように聞いていますけ

れども、そういったところの研究については、山梨県はどのようにされている

んでしょう。 

 

深尾森林環境総務課長 実は少花粉のスギは１００品種以上開発されております。ただ、無花

粉につきましては２品種で、まだ開発中ということです。少花粉の場合は、ま

だ花粉による増殖というのも一部可能なんですけれども、無花粉は挿し木によ

る増殖ということで苗木を生産する技術が非常に限定されており、まだ実用化

まで進んでいないという現状になっています。 

 

討論 なし 

 

採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※議案第７６号 平成２２年度山梨県恩賜県有財産特別会計補正予算 

 

質疑         なし 
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討論 なし 

 

採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※請願第 20-11 号 気候を保護する法制定について意見書の提出を求めることについて 

 

意見         なし 

 

討論 なし 

 

採決 全員一致で継続審査すべきものと決定した。 

 

 

※所管事項 

質疑 

（ＦＳＣ認証林である県有林の活用について） 

岡委員  これは県議会の代表質問か一般質問の中で出たかと思うわけですが、恩賜県

有財産の１００周年記念事業をどうしていくのかということを含めて、ＦＳＣ

の問題です。これは世界９０カ国の中における制度の中で、平成１５年に山梨

県県有林のＦＳＣが認定されたと私は理解をしているわけでありますけれど

も、その活用方法について質問があったかと思いますが、肝心な答弁がなされ

ていないと私は感じていまして、再度、委員会において質問させていただきま

す。 

 

江里口県有林課長 ＦＳＣにつきましては、今、委員が御指摘のように、平成１５年に認証取

得しまして、期間が５年でしたけれども、１回更新いたしまして、今、７年た

ちました。活用については、県有林は御下賜以来１００年間、県土の保全に努

めているわけですけれども、そういうことを広く、県民の方々並びに世界の

人々に知っていただくという取り組みの一環としてやらせていただいていま

す。 

  そのためにも、木材を、環境に配慮した木材として世に出していくというこ

とも、１つの重要な役割と考えています。そういうことの中で、今、ＦＳＣ材

をいかに外に出していくかということで取り組みを始めさせていただいてい

ます。まず、ＦＳＣというのがなかなかわかりづらいということで、今、普及

に努めることをやっています。１つは普及物品ということで、今、我々が使っ

ているコピー用紙についても、森林環境部のコピー用紙についてはすべて、Ｆ

ＳＣ材の県有林材をミックスした紙を使っています。もう１つは、割りばしと

いう形で、ＦＳＣの県有林材を使った割りばしをつくって、今、観光連盟など

にも御協力いただいて、普及物品として配布させていただいております。普及

を目的として、ＦＳＣを極力広めていって、もっとＦＳＣの木材を使っていた

だきたいと、考えております。 

 

岡委員  平成１５年から７年経過する中で、一定の部分では動き出したなと私も感じ

ているわけであります。しかし、まだまだ一般の方々に、ＦＳＣとは何なのか、

どういう木材なのか、どういう県有林なのかということをわかっている方々は
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少ないと私は感じているわけです。やっぱり、これについて広く県民に知って

いただく、これらのことについて取り組みはどんな形でなさっていますか。 

 

江里口県有林課長 ただいま申し上げましたように、確かにＦＳＣが何かという御理解がまだ

少ないという中で、先ほど申し上げましたように、まず身近なところから普及

させていきたいということで、１つはコピー用紙、割りばし、もう１つは、そ

ういう木材を使ったフェアのところに行って、ＦＳＣ材というものはこういう

ものですよという普及啓発活動を今、やっているところでございます。 

 

岡委員  ことしの春だったか、山梨市の飯島製材さんへ行ってきました。あそこはペ

レットを加工しているわけでありますけれども、ＦＳＣの、県有林の廃材を活

用しているわけですね。私はやっぱりＦＳＣのロゴマークのついたペレットを

使うという形で全国的に出せるんじゃないかという感じもするんですが、その

辺どうですか。 

 

江里口県有林課長 確かに、飯島製材さんなどが一生懸命、ＦＳＣの普及をされています。そ

ういう取り組みについて、我々も当然支援をする中で、県内での普及を図るの

が、まず第一だと思っています。ＦＳＣというのは、全国的に見ても、これだ

けの面積で取得しているところは山梨県しかありませんので、そういう意味で、

県外にも普及活動の場があれば、我々としても積極的に出ていって、ＦＳＣ材

の普及啓発に努めていきたいと思っています。 

 

岡委員  今、課長さんもおっしゃるように、全国の中で、ＦＳＣの認証を山梨県ほど、

これだけの面積をとっているところはないわけであります。１回更新して７年

たったということでありますけれども、いずれにいたしましても、これだけの

認証をとることは大変なことなのね。ですから、これだけの面積の県有林の、

これだけの森林の認証をとったということを含めて、もっと多くの方々に知っ

ていただく。県内はもちろんのこと、全国的にももっともっと知っていただく

ような努力が必要だと。７年たったから、そろそろかなり出ていってもいいん

じゃないかと私は感じているんですがね。 

  だから、確かに、コピー用紙にしろ、あるいは割りばしにしろ、そういう形

でお使いいただくのは結構でありますけれども、例えば鉛筆にも活用できると

思うんですね。世界の中でも、何百カ所しかない、１０００カ所もないわけで

ありますから、そういうことからするならば、すばらしい制度だと私は思って

いるんです。それをこの前も私は、たしか、予算委員会の中でも発言させてい

ただいたんですけれども、いずれにいたしましても、もっと積極的な取り組み

をすべきだと思っていますが、今後とも、県内はもちろんですが、国内の、あ

るいは企業に対して、活用していただくような考え方というのはいかがでしょ

う。 

 

江里口県有林課長 いろいろな面で使えると思うし、我々が最終的に願っているのは、ＦＳＣ

の家という形で、家づくりをするということが一番だと思っています。ただ、

家づくりというのは木材の量を確保することなど、なかなか難しい面もあるの

で、その前に、とにかくＦＳＣというのはどういうものかというものをまずは

普及するために、私としても、例えば家具メーカーのほうに行って説明をした

こともあります。そういう形の中で、積極的に使っていただけるように、今、

お願いに歩いているというのが現状です。 
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岡委員  わかりました。いずれにいたしましても、あまり同じ話をしてもどうかと思

いますので。この御下賜１００周年という経過の中で、あわせて、積極的なＰ

Ｒ活動をして、ＦＳＣ認証林を活用していくべきだと考えますので、ぜひ御努

力をしていただきたい。終わります。 

 

       （地球温暖化対策について） 

安本委員  地球温暖化対策についてお伺いします。今議会でも、県の地球温暖化対策実

行計画の進捗状況の質問がありました。ＣＯ２の排出抑制のことについてはか

なりの答弁があってよくわかったんですけれども、森林のＣＯ２吸収源対策に

ついてはどうなのかと思い、まずお伺いをさせていただきたいと思います。 

  県では、森林吸収量確保推進計画を立てておられて、ＣＯ２の削減、吸収と

いうことで、吸収の目標を立てて進めていらっしゃると思います。その計画の

中では、２０１２年までに、ＣＯ２削減量９４万２,０００トンという吸収量が

掲載されておりますけれども、この進捗状況についてはどのようになっている

んでしょうか。計画どおり進んでいるのかどうかお伺いします。 

 

宇野森林整備課長 今、委員からお話のございました森林吸収量確保推進計画ということで、

森林吸収源対策につきましては、森林整備の目標面積とか、目標を達成するた

めの課題あるいは取り組みといった内容について定めて、取り組みを進めてお

るところでございます。 

  今、お話のありました９４万２,０００トンという削減目標につきましては、

冒頭ありました実行計画の中で、二酸化炭素の吸収目標ということで、２０１

２年の短期目標の中で数値を定めております。森林吸収源対策は、例えば森林

整備とか路網の整備、あるいは木材利用ということで、いろいろな項目に取り

組んでいるところでございますけれども、森林整備が主たる部分で、間伐を積

極的に現在推進しております。平成１９年から２４年までのここ６年の間に、

３万６,０００ヘクタールということで目指して取り組んでいるところでござ

いますが、大体半分の３年という期間を過ぎた中で、今、間伐の実績は全体の

４割程度となっておるところでございます。 

  また、吸収量はこういった対策を実施した面積から算定しておりますが、目

標の９４万２,０００トンに対しまして、平成２１年度時点の実績はまだ７６

万６,０００トンという数字になっておるところでございます。こうした状況

を踏まえまして、また引き続き、今後とも、間伐をはじめとした森林整備を積

極的に取り組んで進めていく必要があると考えています。 

 

安本委員  分けてお伺いしようかと思ったんですけれども、全部答えていただきました

ので、ありがとうございます。 

  それからもう１つ、地球温暖化対策における施策の体系の中で、再生可能エ

ネルギーの導入という柱もありまして、太陽光、小水力、燃料電池の報道はた

くさんなされておりまして、大体は理解をさせていただいていると思うんです

けれども、バイオマスという柱がもう１つあります。このバイオマスの導入に

ついて、どのように進められているのか、簡潔にお伺いしたいと思います。 

 

大竹林業振興課長 県では、林地未利用材などの積極的な利活用に向け、山梨大学や市町村、

事業者等を構成員とする、木質資源利用システム検討会を設置し、木質バイオ

マスをいかに効率的に安定的に供給し利活用していくかについて、関係者の調

整を図っているところです。また、ペレットボイラーやストーブを、一般県民

が多く利用する、清里の森センターや武田の杜エントランスなど、普及展示効
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果が高い県有施設で導入を進めるなど、木質バイオマスの普及活動にも積極的

に取り組んでいるところであります。 

 

安本委員     ペレットストーブについては、部長のほうからも本会議で答弁がありまして、

６基、設置するという話がありました。これは２００９年４月９日の新聞なん

ですが、木質バイオマスの普及促進ということで、重油から木質ボイラーへの

企業の転換を促すという記事が載っており、県が１１０社に転換を呼びかける

というような内容が報道されておりました。ペレットストーブだけではなくて、

ペレット、チップも使った木質ボイラーへの転換というのも確かに大事なこと

だと、私も読ませていただいていたんですけれども、この木質ボイラーのほう

については、その後、呼びかけをされて、結果としてどういう状況だったのか

お伺いします。 

 

大竹林業振興課長 ペレットボイラーにつきましては、平成２２年度に県有施設の清里の森管

理センターなど５施設で導入し、今後につきましても、普及展示効果の高い県

有施設には導入したいと考えております。また、市町村等につきましては、キ

ープ協会で清泉寮の冷暖房、給湯用にペレットボイラーを導入、南アルプス市

では、ペレットの加温施設による農産物の試験実証栽培の実施、山梨市の地域

交流センターにおいては、ペレットを使用した冷暖房対応施設のボイラーの導

入等、１０件ほどの導入の実績はあったと承知しています。 

 

安本委員  わかりました。ＣＯ２の排出抑制対策、それから、吸収源対策、再生可能エ

ネルギーの導入ということで、地球温暖化対策の実行計画は進んでいると思い

ます。県の条例の中で、この結果については、毎年、環境保全審議会のほうに

報告をするということになっておりまして、私も県のホームページで、８月３

日に開催をされて、その中で、山梨県地球温暖化対策実行計画の実施状況とい

うことで報告がなされて、了解されたと承知をしています。資料をいただいて、

どういう内容だったのか見せていただいたんですけれども、１枚物で、非常に

よく、コンパクトに入れられているなと思いました。 

  ただ気になるのが、県の実行計画の中には、ＣＯ２の削減量という目標が、

例えば短期的には２０１２年で何％というふうに定められておりまして、本来

ですと、こういう施策に取り組んだ結果、１年間で何％削減できましたという

ことがわかれば、県民にとって非常にわかりやすいし、励みにもなるんじゃな

いかと思います。対策の実施による削減吸収量と、実行計画における２０１２

年の削減短期目標、こういったものの関連というんでしょうか、どのようにし

て、幾ら削減しましたというのが決まるのか教えていただきたい。 

 

小野環境創造課長 実行計画におけます削減目標の進捗率ということかと思います。今、委員

からも御指摘がございましたように、昨年の３月にこの実行計画を策定いたし

まして、昨年度、いろいろな対策、取り組みをしてきたところでございます。 

  この対策の結果、どのぐらいＣＯ２が減ったかということになりますと、実

は本会議で知事が答弁をしましたけれども、排出抑制計画を提出していただい

ている皆さん方が今回の場合は１３０事業者あったわけでございますが、そこ

の業者から報告をいただいた分につきましては、実数でどのぐらい減ったとい

うようなことがわかります。約１３万トン減っているわけでございます。 

  それ以外の事業者、あるいは家庭のほうからどのぐらい削減ができたのか、

また、運輸部門から削減ができたのかということでございますけれども、そう

いった数値につきましては、実は国の統計を活用して、推計をしている状況で
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ございます。国におきまして、昨年のいろいろな実態等がまだ把握できおらず、

そういった統計がまだできておりませんので、現時点では、県全体としてどの

ぐらい削減できているのかということは把握できないという状況でございま

す。 

 

安本委員  では、２０１２年の短期目標について、その結果がわかるのは大体いつごろ

になるんですか。 

 

小野環境創造課長 ＣＯ２の削減量につきましては、今、申し上げましたように、国の統計を

使っております。具体的には、国の総合エネルギー統計に基づきます都道府県

別エネルギー消費統計を活用して、県のほうで推計をしているわけであります。

この統計は、まず、国におきまして、国全体でどのぐらいの排出量になったの

かをまず固めた上で、それを都道府県別のいろいろな統計資料を活用いたしま

して、各都道府県別に国全体の数値を分割いたします。その作業に、国のほう

で２年程度かかっております。国のそういった統計資料が出た上で、県のほう

で推計をいたしますので、当該年度の数値がわかるのが３年程度かかるという

のが実態でございますので、２０１２年の数値がわかるのは、２０１５年前後

になると考えております。 

 

安本委員  削減量は国の統計に基づくということですので、時間がかかるということは

わかりました。私も毎回毎回申し上げているんですけれども、各事業者の方の

排出抑制計画の提出、そして、削減量が今回出てきました。家庭系のものもか

なり一人一人の県民の皆さんの努力だと思うんですよね。そのときに励みにな

るようなものということで、話をさせていただいているんですけれども、県内

の事業者、それから、家庭の皆さんの努力で、県としてこれだけのものができ

ました。例えばこの実行計画に基づく対策施策についても、これは文字ですけ

れども、県民の事業者、皆様方一人一人の努力のおかげでこういうものとして

１年間できましたというものが、わかりやすい形で広報されていけば、励みに

なるのでないかなと思います。 

  一番端的な、この例がいいかどうかはわからないですけれども、新聞報道で

広島市を見ましたら、去年の例えば電気料とかガソリン使用、電気料だったか

な、これを実際に比較して、その差額について交付金などを出すということが

ありました。励みというふうなことだと思いますけれども、無駄な電気をつけ

ていれば、やっぱり消そうかなということに結びついていくと思います。１年

間、県で努力をしてくださった結果を、環境部局として、これだけのＣＯ２の

削減量、吸収量ということでは出ないかもしれないんですけれども、やってい

ただいた結果、こうなっていますというようなものがわかりやすく示せたらい

いと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 

小野環境創造課長 おっしゃるとおりでございまして、県におきましても、例えば今、お話に

出ました家庭部門におきましては、今、環境家計簿の取り組みを数年前からや

っているわけでございます。今年度も、より県民の皆様方が取り組みやすいよ

うにというようなことで、質問項目というか、対象のエネルギーの項目を減ら

したりとか、あるいは、短い期間でもできるようにということで、２カ月でも

いいですよというお話しをしながら、取り組んでおります。この取り組みの結

果につきましては、集計の上、また県民の皆さん方に広報をして、このぐらい

の取り組みの中ではこの程度減っていますというようなものにつきましては、

広報してまいりたいと考えております。 
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安本委員  私の言い方が悪かったのかもしれないですけれども、これ、環境保全審議会

に出された実施状況なんですけれども、すごいよくまとまっていると思います。

これはホームページ上では量が多いからということで、量が多いかどうか、少

ないと思いますけれども、まだ掲載されていないと思います。ですから、これ

をもう少し県民の皆さんに全体がよくわかるような形で広報をしていただき

たいということをお願いをさせていただいて、別の質問をさせていただきたい

と思います。 

       （市町村での地球温暖化対策推進実行計画策定について） 

  地球温暖化対策の推進に関する法律、国の法律ですけれども、これには市町

村の推進計画の策定が義務づけられておりまして、当然、県では、県の事務や

事業に関する実行計画はつくられています。山梨県内の市町村について、この

計画が全部つくられているのかどうかをお伺いしたいと思います。 

 

小野環境創造課長 県内２７市町村のうち、２０市町村で実行計画が策定されていると承知し

ております。 

 

安本委員  やっぱり各事業者にもお願いしているわけですから、残りの未策定の市町村

か町村かわかりませんけれども、ぜひ早く計画策定について取り組んでいただ

いて、そして、まず自分のところから取り組むということを指導していただき

たいと思いますけれども、いかがでしょう。 

 

小野環境創造課長 市町村の実行計画につきましては、先ほど委員から御指摘がございました

法律がございますが、法律が制定された後、市町村に対しまして、県のほうで

説明会を開催してきたところでございます。それから、その策定状況、あるい

はまた、前あった計画を改定したかどうかという改定状況につきましても、毎

年度照会をして、策定がないところにつきましては、策定を促しているところ

でございます。さらに、今年度におきましては、実は今月の終わりに、既にこ

の計画を策定済みの市町村も含めまして、すべての市町村に対しまして、実行

計画の策定内容のもう少し細かい具体的な内容が盛り込めるような計画の策

定に向けまして、環境省とも一緒になって、説明会を開く予定でおります。 

 

       （明野最終処分場について） 

金丸委員  廃棄物の最終処分場にかかわる最近の状況について聞いた上で、問題提起を

したいと思います。まず、既にわかっていることでありますけれども、春先に、

搬入物の値下げをしましたね。これは、どのぐらいの金額で、当初の金額の何％

ぐらいの比率になっていたか、まずこれをお尋ねします。 

 

守屋環境整備課長 ３月１日から受け入れ料金の引き下げをいたしました。それぞれの品目ご

とに単価が異なりますが、平均で１８.８％の引き下げを行ったところであり

ます。 

 

金丸委員  ３月１日から、今のお話にあったような受け入れ料金の引き下げが行われて、

昨年の５月からオープンしたときのものと比較をした場合に、この料金値下げ

をした結果、搬入状況はどんな状況になっているんですかね。 

 

守屋環境整備課長 ことしの３月以降と、今、委員がおっしゃられた、昨年の５月からことし

の２月までという比較でいきますと、１日当たりの搬入量は、昨年の開業以来



平成２２年９月定例会土木森林環境委員会会議録 

- 29 - 

今年の２月までは１日当たり１２.８９トン立米、それから、受け入れ料金引

き下げ後の１日当たりの搬入量、これは９月末日まででございますが、５５.

８２トン立米ということになってございます。これを簡単に比較しますと、３

月以降は、１日当たりの搬入量が約４.３倍に増加したということでございま

す。 

 

金丸委員  当初の搬入の目標では、１年間にこれだけ埋めて、５.５年で満杯になると

いうものがあった。今度、４.３倍になったということですが、新しい数値目

標はつくってあったのですか。当初の目標があって、値下げ後の目標をつくっ

て、それで、値下げ後に目標に対して何倍になっているというものは、この辺

のものはつくってあるかどうかということと、その辺の数値はどうなっている

のか。 

 

守屋環境整備課長 当初の目標である概算収支計画では、１日当たり約１７０トンの計算にな

ります。平成２１年度と平成２２年度を両方合わせますと、１日当たりの搬入

量の平均は約３２トンになります。ですので、今の１７０トンとの比較でいき

ますと、１８.９％になるということでございます。 

 

金丸委員  私が今、そういう聞き方をしたのは、当初の目標はもともとの単価の目標な

んですね。新しく単価を下げたという時点から目標を立てて、それに対して、

現状どう推移していくかということをやっぱり把握する必要があるんじゃな

いかと思うんですね。これについては、これからでもいいから、やっぱりそう

いうものを立てて、その目標に向かっていくようにしてもらいたい。どうです

か。 

 

守屋環境整備課長 今の委員の御指摘のとおり、初めの概算収支計画から見ますと、相当下回

る結果になってございます。ただ、ことしの４月以降の状況でいきますと、現

在、ほぼ右肩上がりで搬入量が増加しています。これは全庁的な取り組みだと

か、企業の皆様、市町村の皆様の御協力もいただきながら、例えば４月が１,

１００トンのところを、７月が１,３００、８月が１,５００、９月は１,８０

０と右肩上がりで上がっておりますので、もうしばらくの間はこの搬入量拡大

の努力をさせていただいて、ある程度のところを見込んだ上で、委員御指摘の

ような計画を立てていきたいと考えております。 

 

金丸委員  今の話を聞いて、話の中身に基づいてわき道にそれるけれども、月を追うご

とに搬入量が拡大をしているという話がありましたね。それはいいことだと思

う。それはなぜ拡大しているかということについての分析というのはされてい

るんですかね。 

 

守屋環境整備課長 まず、先ほど委員の御指摘のあった３月の料金の引き下げで、県外の処分

場との間で、こちらのほうに価格的にも入れやすくなったというのがまず１つ。

それから、全庁的な搬入促進の結果、例えば公共事業での活用促進だとか、市

町村の方にもいろいろお願いした結果、上下水道の汚泥を入れてくださるとか

というようなこと、それから、知事みずから廃棄物協会にもお願いした経緯も

ございますが、やっぱり長期契約を民間の方々が結ばれていますので、それを

徐々に県の環境整備センターのほうの活用に切りかえていただいているので

はないかということで、徐々に搬入量が拡大していると考えております。 
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金丸委員  検討委員会で検討したところ、当初の計画から３５億円の赤字になるという

数字が出たわけですね。今回、料金値下げをして、それによって数値も多少上

がってきている状況があると。だけど、それは当初の目標値から見れば、まだ

まだ低いと思うんですね。このまま推移した場合は、増えてきているからなか

なか計算しづらいかもわからんけれども、何年ぐらいであそこが満杯になると

いうことになるのかな。５.５年で何％だという数字が出て、その後どのぐら

いいけばという、その辺の推測はされているのかな。どうかな。 

 

守屋環境整備課長 現在の搬入量の増加傾向をどの時点で読むかということは大変難しいとこ

ろでございます。４月から９月までは２倍弱の増加をしました。そこの点で、

まだ私どものほうでも今後の読みができないものですから、もうしばらくの間、

今後どの程度でということについての推測は、今現在ではできないという状況

でございます。 

 

金丸委員  そうすると、埋め立ての当初に議論があった、搬入品目の拡大、それから、

搬入期間の延長というような話もあった。今の状況でそれを挽回するには、埋

め立て量のこともあるし、期間も５.５年で終わりというわけにいかないとい

うことだと思う。そうすると、そういうことを検討していかなければならない

というのがマスコミなどでも報道されたり、県もそういう考え方を持っている

ということだったんですね。この辺の検討状況というのは、棚上げして、まだ

見通しが出ないから、先送りだということになっているのか、徐々にそういう

ことを、数字を出したりして検討しているのかということについてはどうです

か。 

 

守屋環境整備課長 搬入量の見込み、それから、今後のリサイクルを踏まえた廃棄物の進展な

どを考えて、いろいろなシミュレーションは行っております。ですので、ある

程度、今後の受け入れの推移を見定めた上であれば、そのシミュレーションの

中のこういうものに当てはめられるかなということはやっておりますが、ただ、

そのもとになるような、今、搬入量の推計等を一生懸命やっているところでご

ざいますので、もうしばらくの間、その検討については、まだ外へ出せる状況

でないということでございます。 

 

金丸委員  今、もうしばらくという話がありましたが、いずれにしても、こういう課題

というのは県民も非常に関心がある課題です。だから、方向性というのは、で

きるだけ一定の時期に速やかに出していくということが私は大切だと思って

います。その辺、もうしばらくというのはどのぐらいかというのが言及できた

ら、いつごろという話をしてください。 

 

守屋環境整備課長 その辺については、いろいろ数字的なタイミング、そのほかのタイミング

がございますので、この段階で、いつごろということはまだ言えない状況でご

ざいます。申しわけございません。 

 

金丸委員  できるだけ早くそういう方向性を出すということを要請しておきたいと思

います。 

  それからもう１点は、廃棄物処分場の事業団への派遣職員の人件費というの

が、年度当初、８,３５７万８,０００円と出ていた。これは、搬入量が少ない

んだから、人件費も、人を減らせるとかいうようなことは考えられないのかね。

あそこを運営していくのには、搬入量が多くても少なくても同じだけ経費はか
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かるという意味合いかもわかりませんけれども、やっぱり収入に対して支出と

いうことを考えれば、ここもちょっと検討する必要があるんじゃないかなと思

っているんですが、ここはどうですか。 

 

守屋環境整備課長 事業団の職員体制も含めて、効率化というところで一生懸命やっていると

ころです。ただ、事業団につきましても、昨年に比べて台数も相当多くなって

いるということ、それから、処分場の検討もやっておりますので、その関係で、

職員については昨年と同様の配置体制としたということでございます。今後、

例えば１日５台と１日１０台で職員が２倍違うのかといったら、そういうわけ

でもございませんので、委員の言うとおり、配置体制の効率化をなるべく図る

ような形で、人件費の抑制だとか、必要な経費も新しく見積もるようにさせて

いだくように検討したいと思っております。 

 

金丸委員  今、話がありましたが、人件費だけじゃなくて、あそこの運営上の問題でで

きるだけ効率化を図って、全体のスリム化を図って、支出を少なく抑えるとい

うことについては、なお一層努力をしていただくように要望して終わります。 

 

       （再生エネルギーの活用について） 

岡委員  安本委員の質問について、ちょっと関連させてください。先ほど、私はＦＳ

Ｃの話もさせていただいたんでありますけれども、つまり、ペレットの活用、

ペレットボイラーの問題であります。御案内のように、公共施設６カ所にとい

うお話も今までの中ではしていただいているわけでありますけれども、民間の

方々に対して、どんな対応をされているのかお聞きします。 

 

大竹林業振興課長 民間の方々につきましては、林業関連のフェスティバル等で、直接、ペレ

ットストーブなどを見ていただいたり、林業改良指導員が事業所を回って、利

用法だとかパンフレットなどをお届けして、普及に努めているという状況でご

ざいます。 

 

岡委員  私は今まで１０何年来、太陽光発電の個人住宅に対する補助金をという形で

言ってまいりましたが、前の知事も、その前の知事も、これについては全く取

り組んでもらえなかった。そういう中では、たとえ半歩でも、現在の横内知事

は足を踏み出していただいた。つまり、先ほど来からお話しいただきましたよ

うに、既設の個人住宅に搭載したものは、補助金が出るようになった。新築は

まだ対象になっていないという点で残念でありますけれども。 

  しかし、それはともかくといたしまして、やっぱりペレットストーブも、個

人住宅の場合には、実は建物の中へつけるのは非常に難しいんですね。屋根へ

煙突を抜く、もしくは横へ抜くということ、あと１つは、確かにヒーターとい

うか、エアコンでは事は簡単なんですけれども、やっぱりストーブというのは、

非常に家が汚れるというと言い過ぎですけれども、大変なんですね。そういう

点で、やっぱり何らかの対応の仕方を個人住宅の場合には考えてやらなければ

いけないと思いますが、いかがでございましょうか。 

 

大竹林業振興課長 ただいまの委員のお話ですが、今、取り組んでいる甲斐の木で家をつくる

会の活動とも絡めて、山梨県に合った住宅、県産材を使った住宅がどういう構

造がいいのかということも含めて、今後、ペレットストーブがどういう形の間

取りであれば、一番効率よく配置できるのかなど、継続して検討してまいりた

いと思っております。 
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岡委員  甲斐の家の活動という形の中で、検討委員会を立ち上げて、それなりに積極

的に取り組んでいただきたいわけであります。部長、今までの経過の中で、や

っぱり環境問題を考えて地球温暖化ということからするならば、重軽油からペ

レットへ、木質バイオマスへという流れの中では、ペレットストーブの活用は、

公共施設はもちろんですけれども、積極的に個人住宅に対してもこれからはし

ていくべきだと私は考えています。そういう点で、これからもできれば前向き

に、太陽光発電の個人住宅の問題がようやく半歩前に出ましたけれども、ペレ

ットストーブにおきましても、これは県産材の廃材なんかも使いながら、飯島

さんのところでやっていることを見ますと、私はやっぱり非常に大切だと思い

ますので、これらについても積極的な取り組みを、ぜひ補助金問題を含めて考

えていただきたいと思いますが、いかがでしょう。 

 

中楯森林環境部長 各先生方から環境問題に対する、特に地球温暖化問題、こういった問題に

対する御指摘をいろいろいただきました。国も県もそうでありますけれども、

これからいろいろ考えていかなければならないのは、今取り組んでいるのもそ

うでありますが、やはり環境を大事にしていかねばならない。そして、環境の

取り組み、イコール、やっぱり環境産業というものを育成して、これを産業と

して多くの成果を上げなければならない。需要と供給という問題もありますけ

れども、そういう意味で、ペレットの問題もやや、まだまだという状況だと思

います。これはやはり需要が多くなれば、供給側も非常にコストが下がるわけ

でありますけれども、技術革新を進めながら、太陽光をはじめ、本県の県有林

は１５万８,０００あるわけですから、そういったものの活用とか、いろいろ

な意味を含めてやっていかなければいかんなと。あわせて、ごみ問題もそうで

ありますが、やはりここも金がかかるわけであります。それによって、また産

業も振興していくわけであります。そういう意味で、環境という分野をしっか

りとした産業につくっていかなければならないとも思っておりますが、それに

は県民の方々の御協力が必要であると。そういう意味で、促進する意味で、い

ろいろな意味で、補助制度もある。このようにぜひ御理解いただいて、これか

らも取り組ませていただきたいと思います。 

 

 

その他  ・ 委員会報告書の作成及び委員長報告については委員長に委任された。 

・ 閉会中もなお継続して調査を要する事件は、別紙のとおり決定された。 

・ 閉会中の継続審査案件に関する調査の日時・場所等の決定は委員長に委任され、

県内調査を１０月２５日に実施することとし、詳細については、後日通知する

こととされた。 

・ ８月２４日から８月２６日に実施した県外調査については、議長あてに報告書

を提出したことが報告された。 

 

 

以  上    

             

土木森林環境委員長  棚本 邦由 

    


